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雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項 新旧対照表

(令和 5年 10月 27日 付け基発 1027第 5号の別添 2)

新 十日

男は,泰 3・

雇用管理分野における個人'I青報のうち健康情報を取り扱うに当たつての留意

事項

第 1 趣旨

この留意事項は、雇用管理分野における労働安全衛生法 (昭和47年法律

第57号。以下「安衛法」という雌)等に基づき実施した健康診断の結果等
の健康情報の取扱いにっいて、「個人情報の保護に関する法律についての

ガイドライン (通則編)上 (平成28年個人情報保護委員会告示第6号。以

下「ガイ ドライン」という。)に定める措置の実施 |こ当たって、事業者に

おいて適切に取り扱われるよう、特に留意すべき事項を定めるものであ

る。

なお、事業者は、この留意事項に記載のムい事項等については、ガイ ド

ライ ン、 「個 人情報 の保誌 I 関 す る についてのガイ ドライン (外国に

ある第二者への提供編)」 (平成28年個人情報保護委員会告示第 7号)、

「イ岡人ll音華岡の保誌に闇する洟往についてのガイ ドライン (第二者埠供時の

確認・記録義務編)」 (平成28年個人情報保護委員会告示第 8号 )、 「個

人情報の保護に関する法律についてのガイ ドライン (仮名加工ll青報 '匿名

加工情報編)」 (平成28年個人Il青報保護委員会告示第 9号)及び「個人情

報の保護に関する法律についてのガイ ドライン (認定個人情報保護団体
箱 、 i r谷 栞Π負れ イロ 入憾 録 イニ韮 基 昌

い 。
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男1)添 2

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たつての留意

事項

第 1 趣旨

この留意事項は、雇用管理分野における労働安全衛生法 (昭和47年法律

第57号。以下「安衛法」という)等に基づき実施した健康診断の結果等の

健康情報の取扱いについて、「個人情報の保護に関する法律についてのガ
イドライン (通則編)(平成28年 11月 個人情報保護委員会。以下「ガイド

ライン」という。)上に定める措置の実施にあたつて、「雇用管理に関す
る個 人 1春華冊の うム催 薄情報 弁取 り揺 うに≧たっての留煮事 J百 につ いて I

(平成16年 10月 29日 付け基井第 1 8以下 「旧留意事項通達Jと い

うぉ )に おける婦律フk准 と比雖 [ッ て 更はな く、事業者においてこれまで

上回揉に適切に取り与及われるよう、引き続き留意すべき事項を定めるもの

である。



第2 健康情報の定義

個人情報の保護に関する法律 (平成15年法
′
律第57号。以下「法」とい

う。)第 2条第 1項及びガイドライン2-1に 定める個人情報のうち、この
留意事項において取り扱う労働者の健康に関する個人情報 (以下「健康情
報」という。)は、伴康診断の結果、病歴、その他の健康に蘭するものを
いい、健康情報に該当するものの例として、次に掲げるものが挙げられ
る。

この健康情報については、法第2条第 3項及びガイドライン2‐3に定め

(1)産業医、保健師、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業

冷に従事する者 (以下「産業保健業務従事者」という手)が労宿ll者の
健康管理等を通じて得た情報

(2)安衛法第65条の2第 1項の規定に基づき、事業者が作業環境測定の
結界の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認
めたときに実施した健康診断の結果

(,3)安衛法第66条第 1項から第4項までの規定に基づき事業者が美施じ
た健康診断の結果並びに安衛法第66条第 5項及び第66条 の2の規定に
基づき労働者から提出された健康診断の結果

(|よ憲留馨賓貿毯雲霙編興言ご墓〒蓑言増暦習量な彗肇憂駅、塁誓
た健康診断実施後の措置の内容

(5)安衛法第66条の7の規定に挙むき事業者が実施した保健指導の内容
(6)安衛法第66条め8第 1項、第66条の8の 2第 1項及び第66条 の8の

4第 1項の規定に基づき事業者が実施した面接指導の結果並びに安衛
法第66条の8葬 2寡 (第66条の8の 2第 2項及び第66条 の3の 4第 2
項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき労働者から提
出された面接指導の結果

(7)安衛法第66条の3第 4 8

第2 健康情報の定義

個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号。以下「法」とい
う。)第 2条第 1項及びガイドライン2-1に 定める個人情報のうち、この

累F言吾写r;｀こ1匙逢塁諄獄雇霙告療握冒ИR紀会橿理|」亀手ぢ管暦榎
いい、健康情報にシ当するものの例として、次に掲げるものが挙Iザ られ
る。なお、この健康情報については、法第2条第3項及びガイドライン2-
3に定める「要配慮個人情報」 (注)に該当するが、健康情報の取扱いに
つ てヽ は、 1日 留責事項通達にお Iサ 規律フk准 と してな顧 ! ない、

(1基

F薦蜃子督磐要汝寧キ屋量戻亀皇義紀撃署F?僚唇戸汗ふ露雹暑青
健康管理等を通じて得た情報

(2)安衛法第65条 の2第 1項の規定に基づき、事業者が作業環境測定の
結果の評価に基づぃて、労働者の健康を保持するため必要があると認
めたときに実施した健康診断の結果

(3)安衛法第66条第 1項から第4項までの規定に基づき事業者が実施し

牛健康診断の結果並びに安衛法第66条第 5項及び第66条の2の規定に
基づき労働者から提出された健康診断の結果

(4)安衛法第66条の4の規定に基づき事業者が医師又は歯科医師から聴
取し1意見及び第66条 の5第 1項の規定に基づき事業者が講じた健康
診断実施後の措置の内容

i:;要籍遼霊::棄 :ζ塁平蜃|:壷屋臭言青言び菱甲基甕織堡寵葉:害含
建露乱棗召督憂ぢ甍F墓蕊棄言ぜ薪警基を覆策顎彗品質喬普″写憂γ
吾g死彊怪進搭華冒建員

場合守含む。)の規定に基づき労働者から提
(7)安衛法第66条の8第 4 2 の

し
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4常 2'百の押 申 に よ り準用する場合を含むハ ) の規定に基づき事業者

が医師から聴取した意見及び安衛法第66条の8第 5項 (第66条 の8の
2第 2項及び第66条の3の 4第 2項の規定により準用する場合を含

むと)の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の措置の内容

(8)安衛法第66条の9の規定に基づき事業者が実施した面接指導又は面

接指導に準ずる措置の結果

(9)安衛法第66条の10第 1項の規定に基づき事業者が実施した心理的な

負担の程度を把握するための検査 (以下「ス トレスチエック」とい

う。)の結果

(10)安衛法第66条の10第 3項の規定に基づき事業者が実施した面接指導

の結果

(11)安衛法第66条の10第 5項の規定に基づき事業者が医師から聴取した

意見及び同条第6項の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の

措置の内容

(12)安衛法第69条第 1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて事業

者が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等

(13)労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号)第27条 の規定に基づ

き、労働者から提出された二次健康診断の結果

(14)健康保険組合等が実施した健康診断等の事業を通じて事業者が取得
した情報

(15)受診記録、診断名等の療養の給付に関する情報

(16)事業者が医療機関から取得した診断書等の診療に関する情報

(17)労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報

(18)(1)か ら (17)ま でに掲げるもののほか、任意に労働者等から提

供された本人の病歴、健康診断の結果、その他の健康に関する情報

(注)個 人情報取扱事業者等の義務等に係る規定
｀
(法第4章)において

は、法第2条第 3項及びガイドライン2-3に定める「要配慮個人情

報」お取得 (法第20条第2項)及び個人データの第二者提供 (法第27

条第1項)をする1三 当たつては、原貝llと して本人の回なが必要であ
る^ナょヽお、 「 軍 配 慮イ周人 i frぅ 1.、 T世  韓 雀

'7峯
笛 2項の規定に

4第 2項の規定に基づき事業者が医師から聴取した意見並びに安衛法

第66条の8第 5項、第66条の 8の 2第 2項及び第66条の8の 4第 2項
の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の措置の内容

(8)安衛法第66条の9の規定に基づき事業者が実施 した面接指導又噂画

接指導に準ずる措置の結果

(9)安衛法第66条の10第 1項の規定に基づき事業者が実施 した心理的な

負担の程度を把握するための検査 (以下「ストレスチェック」とい

う。)の結果

(10)安衛法第66条 の10第 3項の規定に基づき事業者が実施した面接指導
の結果

(11)安衛法第66条の10第 5項の規定に基づき事業者が医師から聴取した

意見及び同条第6項の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の

措置の内容

(12)安衛法第69条第 1項の規定に基づく健康保持増進措置を通 じて事業

者が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等

(13)労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号)第27条 の規定に基づ

き、労働者から提出された二次健康診断の結果

(14)健康保険組合等が実施した健康診断等の事業を通 じて事業者が取得

した情報

(15)受診記録、診断名等の療養の給付に関する情報

(16)事業者が医療機関から取得した診断書等の診療に関する情報
.(17)労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報

(18)(1)か ら (17)ま でに掲げるもののほかt任意に労働者等から提

供された本人の病歴、健康診断の結果、その他の健康に関する情報

(注 ) 渫 筑 ク姿 笛 3=百乃 rド デ イ ドラ イ レ2-3に 庁め る 「募 印 慮個 人 1音報 I

については、取得に当たつて本人の同意が必要であるほか、第二者提

供に当たつても、原則として本人の同意が必要であり、送箋23条第 2

項の規定による第二者提供 (第三者への提供を利用目的とすること等

をあらかじめ本人に通知 し、又は本人が容易に知り得る状態に置 くと
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(a)事業者が、法令に基づき、労働者の健康診断の結果を取得し単
又は第二者に提供する場合 (法第20条第2項第 1号、第27条第 1

項第 1号 )

(b)法第27条第5項第 1号から第3号までに掲げる第三者に該当し
ない場合 (例 :事業者が医療保険者と共同で健康診断を実施する
場合において、健康情報が共同して利用する者に提供される場合
等)

第3 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項

1

( 1

酉R据置個人 ll背華層I 準 じて取 り扱 うこ が望ま し
(2 事業者は 健 を取り扱 に当たっては、禾II 目的 をできる限

し

ヽ

て、健康情報を取り扱ってはならない。

に

とも| 個人情報保護委員会に届け出る とで、あらかじめ本人の同
意を得ずに、個人情報を第 者に提供する と。オプトァゥトによる
第三者提供という。)は認められないことから、旧留意事項通達にお

と し

また、 の にヽつ ヽ

の 同 は必要 い と、

(a)事業者が、法令に基づき、労働者の健康診断の結果を取得又は
第二者に提供する場合

(b)法第23条第5項第1号から第3号に掲げる第二者に該当しない
場合 (例 :事業者が医療保険者と共同で健康診断を実施する場合に
おいて、健康情報が共同して利用する者に提供される場合等)

第3 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項

1 事業者が健康情報を取り扱うに当たっての基本的な考え方
御)第 2の ●洵 ち ω

心身の健康に関する情報であり、男J等につながる
と差&豊こととデ獣吾号計霞鵡発告七号争テ翠生る芝塾埜正垂違遵室こ丞いては健康情報の取扱いに特に,

であり、事業者は、労働者の健た
健康情報を取り扱ってはならない。
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集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必
要な範囲内で労働者の健康情報を収集し、並びに当該収集の目的の範

内で これ を保 し、及び使用 しなければならなし ただ し、本人の

同煮がある場合その他正当な理由がある場合は、 の限 りでないぉ

≧ 法第19条 に規定する不適正な利用の禁止に関する事項 (ガイドライン
3-2関係)

事業者は、連法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある
方 撲 止 ι〕健康 ll着報 菱剰1用 して I太 ならないぉ

ユ 法第20条に規定する適正な取得及び法第21条に規定する取得に際して
の利用目的の通知等に関する事項 (ガイドライン里 関係)

(1)事業者は、法令に基づく場合等を除き、労働者の健康情報のうち要
配慮個人情報に該当するものを取得する場合は、あらかじめ本人の同
意を得なければならない。

(2)また、事業者は、本人から直接書面に記載された当該本人の個人情
報を取得する場合lよ、自傷他害のおそれがあるなど、労働者の生命、
身体又は財痺の保護のために緊急の必要がある場合等を除き、あらか
じめ、本人に利用目的を明示しなければならなぃ。

(3)安衛法第6o条の10第 2項において、ストレスチェックを実施した医
師、保健師その他の厚生労働省令で定める者 (以下「実施者」とい
う。)は、労働者の同意を得ないでストレスチェック結果を事業者に
提供してはならないこととされており、事業者は、実施者又はその他
のストレスチェックの実施の事務に従事した者 (以下「実施事務従事
者」という。)に提供を強要する又は労働者に同意を強要する等の不
正の手段により、労働者のストレスチェックの結果を取得してはなら
ない。

生 法第23条 に規定する安全管理措置及び法第24条 に規定する従業者の監
督に関する事項 (ガイドライン3-牛2及び3-牛 3関係)

(1)事業者は、健康情報のうち診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等
の加工前の情報や詳細な医学的情報の取扱いについては、その利用 |

(新設)

生 法第17条に規定する適正な取得及び法第18条 に規定する取得に際して
の利用目的の通知等に関する事項 (ガイドライン里 関係)

(1)事業者は、法令に基づく場合等を除き、労働者の健康情報を取得す
る場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。

(2)ま た、事業者は、自傷他害のおそれがあるなど、労働者の生命、身
体又は財産の保護のために必要がある場合等を除き、本人に利用目的
を明示しなければならない。

(3)安衛法第66条 の10第 2項において、ストレスチェックを実施した医
師、保健師その他の厚生労働省令で定める者 (以下「実施者」とい
う。)は、労働者の同意を得ないでストレステェック結果を事業者に
提供してはならないこととされており、事業者は、実施者又はその他
のストレスチェックの実施の事務に従事した者 (以下「実施事務従事
者」という。)に提供を強要する又は労働者に同意を強要する等の不
正の手段により、労働者のストレスチェックの結果を取得してはなら
ない。              |   、

ユ 法第20条 に規定する安全管理措置及び法第21条 に規定する従業者の監
督に関する事項 (ガイドライン3-3-2及び3-3-3関係)

(1)事業者は、健康情報のうち診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等
の加工前の情報や詳細な医学的情報の取扱いについては、その利用に
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当たって医学的知識に基づく加工・判断等を要することがあることか
ら、産業保健業務従事者に行わせることが望ましい。

(2進

麗薦票を拠疫曹奪督惹畜篠戸三塁塁匡毒鍮鎌芦裔警言種羞健凛壱;
種農種景客違窃尼鳥坐gも

B準密霧極C纂子ち菅蓄伊
健業育年事者|〒

(3)個人のス
Ⅲレスチェック結果を喜り扱う実施者及び実施事務従事者

好示措をti窒ヱ倉毎協懲宿雷昂今蓄EどF調言
審議を踏まえ下事業

(4)ス トレスチェック結果は、詳細な医学的情報を含むものではないた
め、事業者は、その情報を産業保健業務従事者以外の者にも取り扱わ

凛R贔忘ど源F負でし責輩冨9ワ振璧仔:雛雹薯擢三:写轟筵行璽堪
孟経置詔」愁EI,蓑おもど息払七壕冒1要屠言撃笙響患言買話書賀

ヨ電喜毛吾己:雪:三會宮ぞ::三ζ:尋甘ど弓ξ:!ヨ三岳:ξ:
するため、次に掲げる事項を当該者に周知すること。
(aと

荒藍百[!ま

安
年

法
守

105条 の規定
|こ

基づき秘
守

の保持義務が課

(b)ス トレスチiッ ク結暴の取扱い|ょ、医師等のストレスチェック
の実施者の指示により行う|のであり、所属部署の上司等の指示

(c,買【石文ξ留寧ラ瘤質21告 !∴扉撞拿≧a塾曇墓ぁ:ちスト
怒a百置〆

クの
否
施の事務と

|ま

関係しない業務
!:利用し下

はなら

(5)ィ ンターネットや社内イントラネット等の情報通信技術を利用して

ぁとと台「

エツクを実施する場合は、
4に

掲げる事
fを

満たす必要が

のセキュリティの確保のため(a)個人情報の保護や改ざんの防止等

当たって医学的知識 |こ基づく加工・判断等を要することがあることか
ら、産業保健業務従事者に行わせることが望ましい。

(2)事業者は、産業保健業務従事者から産業保健業務従事者以外の者に
健康情報を提供させる壁は、当該情報が労働者の健康確保に必要な範
囲内で利用されるよう、必要に応 じて、産業保健業務従事者に健康情
報を適切に加工させる等あ措置を講ずること。

(3)個人のストレスチェック結果を取り扱う実施者及び実施事務従事者
I手 ついては、あらかじめ衛生委員会等による調査審議を踏まえて事業
者が指名し、全ての労働者に周知すること。

(4)ス トレスチェック結果は(詳細な医学的情報を含むものではないた
め、事業者は、その情報を産業保健業務従事者以外の者にも取り扱わ
せることができるが、事業者への提供につぃて労働者の同意を得てい
ない場合には、ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進
又は異動 (以下「人事」という。)に関して直接の権限を持つ監督的
地位にある者 1手 取り扱わせてはならない。また、事業者はこス トレス
チエック結果を労働者の人事を担当する者 (人事に関して直接の権限
を持つ監督的地位にある者を除く。)に取り扱わせる壁は、労働者の
健康確保に必要な範囲を超えて人事に利用されることのないようにす
るため、次に掲げる事項を当該者に周知すること。
(a)当該者には安衛法第105条の規定に基づき秘密の保持義務が課

されること。

(b)ス トレスチェック結果の数 り扱いは、医師等のストレスチェッ
クの実施者の指示により行うものであり、所属部署の上司等の指
示を受けて、その結果を漏らしたりしてはならないこと。

(C)ス トレスチェック結果を、自らの所属部署の業務等のうちスト
レスチェックの実施の事務とは関係しない業務に利用してはなら
ないこと。

(5)ィ ンターネットや社内イントラネット等の情報通信技術を利用して
ス トレスチェックを実施する場合は、次に掲げる事項を満たす必要が
あること。

(a)個人情報の保護や改ざんの防止等のセキュリティの確保のため
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の仕組みが整っており、その仕組みに基づいて個人の結果の保存
が適切になされていること。

(b)本人以外にイ国人のストレスチェック結果を聞覧することのでき
る者の制限がなされていること。

丘 法第25条に規定する委託先の監督に関する事項 (ガイ ドライン3-牛4

関係)

健康診断、ストレスチェック、面接指導文は健康保持増進措置の全部
又は一部を医療機関、メンタルヘルスケアヘの支援を行う機関等 (以下
「外部機関」という。)に委託する場合には、当該委託先におし、て、情
報管理が適切に行われる体制が整備されているかについて、あらかじめ

確認しなければならない。

6 法筑 26条に揮 申す る漏 えい等 の報告等 に関す る事 I百 (ガイ ドライン3-

5関係 )

事業者は、その取 り扱 うイ岡人ギー の漏 えい等 又 は その おそれの ある

事案 (以下 「漏えい等事案Jと いうぉ)が発営 した には、漏えい等

事案の内容等に応 じて、次に褐げる事項について必要な措置を講 じなけ

ればなら全い。
(1)事 当者肉菩B に な け 報告及 び孝庁害 の拡大 8斉 Iト

責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、漏えい等事案による
‡皮害が奏曽障よリキ̀

拡
大 t″ ナた`いよ う必要な措活 を講ず ること^

(2)事実関係の調査及び原因の究明

漏えい等事案の事実関係の調査及び原因の究明に必要な措置を講ず
ること。

(3)影響範囲の特定

上記 ζ2)で把握些生事実関係による影響範囲の特定のために必要
な措置を講ずること。

(4)再発防止策の検討及び実施
卜言Frク ゝ 弁踏 交 身ヽ罵 テい笠 室宝 の重率 I卜 告 の中含討 疋 rドの 結

を講ずる と
^

の仕組みが整っており、その仕組みに基づいて個人の結果の保存
が適切になされていること。

(b)｀本人以外に個人のス トレスチェック結果を閲覧することのでき

る者の制限がなされていること。

■ 法第22条 に規定する委託先の監督に関する事項 (ガイドライン3-3-4

関係)

健康診断、ストレスチェック、面接指導又は健康保持増進措置の全部
又はr部 を医療機関、メンタルヘルスケアベの支援を行う機関等 (以下
「外部機関」という。)に委託する場合には、当該委託先において、情
報管理が適切に行われる体制が整備されているかについて、あらかじあ

確認しなければならない。

(新設)
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5 ヘ

つ

ン に従 って、イ固人 員会に報告するとともに、ガィド
へ の い

し て の

つ ヽ

公表することが望ましい。

ユ 法第27条第1項に規定する第三者提供に関する本人の同意等に関する
事項 (ガイドライン3壼関係)

( 1 ) 事業者が 、 労働者か ら提出 され た診断書の 内容以外 の情報 に つ t て

医療機関か ら 健康II音報を収集する必要 が あ る 場
△
口 事業者か ら求め ら

れ た情報 を医療機関が提供する とは 法第27条 の 第三者提供 該 当
す る た め 医療機関は(原則として労働者か ら同意 を得 る必要 が あ
る の 場

△
口 に お し て も 事業者は 、 あ う か じめ れ ら の 情報 を取得

す る 目的 を労働者 明 ,9 か に して 承諾 を得 る と と も rこ 必要 に 応 じ
れ らの 情報は 労働者本人 か ら提 出 を受 け る とが望 ま しし

( 2 ) 安衛法第66条第 1 項 か ら 第 4 項 ま で の 規定 に 基 づ く健康診断並び
安衛法第 66ヨ礁の 8 第 1 項、第66条 8 第の の 2 1 項 及 び第66条の 8 の 4
第 1 項 の規定 に 基 づ 面接指導 に つ t て は れ らの規定 お t ヽて 事
業者は医 師若 し は歯科医師 に よ る健康診断叉 は 医師に よ る面接指導
を行 わ な すれ ばな らな し と され て し る 事業者 は 健康診断 接又 は 面
指導の実施に 当た つ て 外部機関に 健康診断又 は 面接指導の 実施 を委
託 す る場合 に は 、 事業者は 健康診断 又 よ面接指導の 実施 に 必要 な労
働者の個人 情報 を外部機関 提供に す る必 要 んヾ あ る ま た 安衛法第66
条 の 3 第66条 の 4 第66条の 8 第 3 項及 び第 4 項 (第66条 の 8 の 2
第 2 項 及 び第66条 の 8 の 4 第 2 項 の 規定に よ り準用 す 場合る を含
む ) お し て 事業者は 健康診断 又 は 面接指導の 結果 の 記録及 び
当 師又は 歯科医 か らの 意見聴取が 義務付 け られ て お

しり

該結果 係 る 医

の 6 に お て

自下

事業者は 健康診断結果 の労働者

二 法第23条第 1項に規定する第二者提供に関する本人の同意等に関する
事項 (ガイドライン里 関係)              「 ,

(1)事業者が、労働者から提出された診断書の内容以外の情報について
医療機関から健康情報を収集すゃ必要がある場合、事業者から求めら
れた情報を曝療機関が提供することは、法第23条の第二者提供に該当
するため、医療機関は労働者から同意を得る必要があるどこの場合に
おいても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働
者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は
労働者本人から提出を受けることが望ましい。

( 2 ) 安衛法第66条 第 項 か ら第 4 項 ま で の 規定に 基 づ 健康診断並 び に
安衛法第66条 の 8 第 1 項 第66条 8 第の の 2 1 項 及 び第66条 の 8 の 4
第 項 の 規定に基 づ く面接指導 つ t て は 、 れ らの 規定 お し て 事
業者は 医師若 し は 歯科医師 よ る健康診断又 は 医 師 よ る 面接指導
を行わ な けれ ば な らな t と され て し る 事業者は 健康診断
指導 実施

又 は 面接
の 当た つ て 外部機関 健康診断又 は 面接指導の 実施 を委

託する場合 は 事業者は 健康診断又 は 面接指導の 実施 必要な労
働者の 個人 I情報を外部機関 提供す る 必要 が あ る また 安衛法第66
条 の 3 第66条 の 4 第66条 の 8 第 3 項及 び第 第4 項 ( 66条 の 8 の 2
第 2 項及 び第66条 の 8 の 4 第 2 項 の 規定 に よ ιリ準用 す る場

△
国 を含

む お 事t て 業者は 健康診断又 は 面接指導 の 結果 の 記録及び
当該結果に 係 る 師又 は歯科医師か らの 意見聴取が 義務付け れ て お
り 第66条 の 6

医

お し て 事業者は 、 健康診断結果の 労働者

ら

対す る
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対する通知が義務付けられている。事業者がこれらの義務を遂行する

ためには、健康診断又は面接指導の結果が外部機関から事業者に報告

(提供)さ れなければならない。これらのことから、事業者が外部機

関にこれらの健康診断又は面接指導を委託するために必要な労働者の

個人情報を外部機関に提供し、また、外部機関が委託元である事業者

に対して労働者の健康診断又は面接指導の結果を報告 (提供)するこ

とは、それぞれ安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、

法第27条第 1項第 1号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意

を得なくても第二者提供の制限は受けない。

(3)事業者は、ストレスチェックの実施に当たつて、外部機関にストレ

スチェックの実施を委託する場合には、ス トレスチエックの実施に必

要な労働者の個人情報を外部機関に提供する必要がある。この場合に

おいて、当該提供行為は、ユ (2)|こ規定する健康診断等の場合と同

様に、安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、法第27条

第 1項第 1号の「法令に基づく場合」に該当することから、本人の同

意を得なくても第二者提供の制限は受けない。

また、安衛法第66条の10第 2項において、あらかじめストレスチェ

ツクを受けた労働者の同意を得ないで、その結果を事業者に提供して

はならないこととされている。このため、外部機関が、あらかじめ本

人の同意を得ないで、委託元である事業者に対してス トレスチエック

結果を提供することはできなぃ。

さらに、安衛法第66条の10第 9項において、ス トレスチェックの結

果の通知を受けた労働者であつて、厚生労働省令で定める要件に該当

するものが申し出たときは、事業者は、面接指導の実施が義務付けら
‐
れている。事業者がこの義務を遂行するためには、当該労働者が厚生

労働省令で定める要件に該当するかどうかを確認するために、労働者

にストレスチェックの提出を求めるほか、ストレスチェックを実施し

た外部機関に対してストレスチェック結果の提供を求めることも考え

られるが、労働者の申出は、事業者へのス トレ入チェック結果の提供

に同意したとみなすことができることから、事業者の求めに応じて外

部機関が事業者にストレスチェック結果を提供するに当たつて、改め

通知が義務付けられている。事業者がこれらの義務を遂行するために

は、健康診断又は面接指導の結果が外部機関から事業者に報告 (提

供)さ れなければならない。これらのことから、事業者が外部機関に

これらの健康診断又は画接指導を委託するために必要な労働者の個人

情報を外部機関に提供し、また、外部機関が委託元である事業者に対

して労働者の健康診断又は面接指導の結果を報告 (提供)すること

は、それぞれ安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、法

第23条第 1項第 1号の「法令に基づく場合」に該当し、:本人の同意を

得なくても第三者提供の制限は受けない。

(3)事業者は、ストレスチェックの実施に当たつて、外部機関にストレ

スチェックの実施を委託する場合には、ストレスチエックの実施に必

要な労働者あ個人情報を外部機関に提供する必要がある。この場合に

おいて、当該提供行為は、二 (2)に規定する健康診断等の場合と、同

様に、安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、法第23条
―

第 1項第 1号の「法令に基づく場合」に該当することから、本人の同

意を得なくても第三者提供の制限は受けない。

また、安衛法第66条 の10第 2項において、あらかじめス トレスチェ

ックを受けた労働者の同意を得ないで、その結果を事業者に提供して

はならないこととされている。このため、外部機関が、あらかじめ本

人の同意を得なぃで、委託元である事業者に対してス トレスチェック

結果を提供することはできない。

さらに、安衛法第66条 の10第 3項において、ストレスチェックの結

果の通知を受けた労働者であつて、厚生労働省令で定める要件に該当

するものが申し出たときは、事業者は(面接指導の実施が義務付けら

れている。事業者がこの義務を遂行するためには、当該労働者が厚生

労働省令で定める要件に該当するかどうかを確認するために、労働者

にストレスチェックの提出を求めるほか、ストレスチェックを実施し

た外部機関|と 対してストレスチ三ック結果の提供を求めることも考え

られるが、労働者の申出は、事業者へのストレスチェック結果の提供

に同意したとみなすことができることから、事業者の求めに応じて外

部機関が事業者にストレスチェラク結果を提供するに当たつて、改め
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て本人の同意を得る必要はない。
なお、事業者が、安衛法第66条の8第 1項、第66条 の8の 2第 1

ξをFI島稔自奈室三≧骨春:Ξ彗§〔Ⅲ号三ξなg写ξ三:こ号そ
果を提供することは、二 (2)に規定する健康診断等の場合と同様
li造

要年管伝斧霞基言董葛ぞ誓菅:活象菖8「案更

'嵩

き蒲 露
患爾≡写鐸竺客鍵慢伝局嶺密彗Ⅲナ患R種長緯察遣悪i奮違籍星房室露
写ケ驀負写馨ま比百戸

業者から当該外
w機
関に提供するストレスチェ

(4)労働者派遣事業の導正な運営あ確保及び派遣労働者の保護等に関す

桑蜜儒歪盟懇盤行墳信露i;尋,熱彊夏雲呈喜塚曇溶速皇!:臭発と甕家
≧憲ζ褒藩選塞罷憂伝芽F義鱈暦重懸そ醒昂衆::磐賃監蟹客揮看猛
ときは、健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣元事業者
に送付するとともに、当該医師の意見を当該派遣元事業者に通知しな
けれ

!ぎ
ならないこととされている。このことから、派遣先事業者が、

派遣元事業者にこれらの健康診断の結果及び医師の意見を記載した書

房皇振↑整畠〒ξ広1`雲懲再墾ξ育縁督FI:婁」を「集買協嵩き管毒
なくても第三者提供の制限は受けない。

(5)事業煮が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求め

:ξξと              :ξξ§[::手:;三どと
を得るとともに|“要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を
受けることが望ましい。

ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合

て本人の同意を得る必要はない。
なお、事業者が、安衛法第66条の8第 1項、第66条 の8の 2第 1

:尋三三:二:;:雪三と争甘と54ξεξ己壱:子::〔号二:[
ック結果も含まれる。

5
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等法第27条第5項第 1号から第3号主でに掲げる場合においては、健
康情報の提供を受ける者は第二者に該当しないため、当該労働者の同
意を得る必要はない。

(6)吉歯コA者の医療の確イ異I 閣 す る (昭和57年法律第80丹、以下 「盲

く場合lま≦特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 (平成
19年厚生並働省令第15Z量。医下「実施基準」という。)第 2条各号
に掲げる垣目に関する記録の写しに限り、また、健保法その他の医療

保険各法の規定に基づく場合は、実施基準第2条各号に掲げる項目に

関する記録の写しその他健保法第150条第 1項等の規定により被保険

者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて医療保険
者が必要 と認 める1音報 に隠る^) の提供を求めることができ、健康診

断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、当該記録の写し

を提供しなければならないとされている。このためて事業者が、これ
らの規定に基づき医療保険者の求めに応じて健康診断の結果を提供す
る場合は、法第27条第 1項第 1号の「法令に基づく場合」に該当する
ことか ら、本 人の同滝 弁得な (て も第二者提供の制限は受けない^

旦 法第33条に規定する保有個人データの開示に関する事項 (ガイドライ
ン3-8-2関係)

事業者が保有する健康情報のうち、
｀
安衛法第66条の8第 3項 (第66条

の8の 2第 2項及び第66条の8の 4第 2項の規定により準用する場合を

含む。)及び第66条の10第 4項の規定に基づき事業者が作成した面接指

導の結果の記録その他の医師、保健師等の判断及び意見並びに詳細な医
|

については、

確法」という。)第27条第 3項及び第 4項並びに健康保険法 (大正11

年法往 常 70丹k以 下 「催イ異済 Iル い う^)第 150条 第 2距及てバ掌 3=百

その他の医療保険各法の規定において、医療保険者は、事業者に対
し、健康診断に る記録の写 し (高確法第27条第 3項の規定に基づ

ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合

等法第23条第5項第 1号から第3号に掲げる場合においては、健康情

報の提供を受ける者は第二者に該当しないため、当該労働者の同意を

得る必要はない。

(6】 直齢萱の医魔Ω健提1≡関する法律 (昭和57年法律第8Q号)第 27条第

険者はt加入者を使用 している

事業萱丞lま使用してヒJた事業者に対し、厚生労働省令で定めるところ

の他の法令に基づき、その事業者が保存 している加

入査 !王怪る健康診断!三 関する記録の写しを提供するよう求めることが

でき、健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は厚生

労働省令で定めるところにより、その記録の写しを提供し4ければな
島ナょ

｀
い >さ れ ている、このことから〔特F健康診杏 び特定保健指導

の実施に関する基準 (平成19年厚生労働省令第157号 )第 2条に定め
る項 目に係 る謂級 の軍 t´ につ しヽ て 《医療保 8食者からの拝供の求めが

埜_⊇ 生場全L茎業者ど≧該記録の写しを提供することは≦法令に基づ

くものであるので、法第23条第 1項第 1号に該当し、本人の同意なく

提供できる。

なお、事業者が保存 している加入者に係る健康診断に関する記録の

める項目に含まれないもの (業務歴、ネ見力、聴力、胸部エウウス線検

査、:墜基検査)については、労働者に対して定期健康診断の結果の情

報を医療保険者に提供する旨を明示し、向意を得ることが必要とな
る。                    1

6 法第28条 に規定する保有個人データの開示に関する事項 (ガイドライ
ン3-5-2関係)                     ―

事業者が保有する健康情報のうち、安衛法第66条 の8第 3項 (第66条

の8の 2第 2項及び第66条 の8の 4第 2項の規定により準用する場合を
含む。)及び第66条 の10第 4項の規定に基づき事業者が作成した面接指
導の結果の記録その他の医師、保健師等の判断及び意見並びに詳細な医

については、本人から開示の請求があつた

2項及び第 3項の規定により、医

によ り、安衛法
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皇 法第40条に規定する苦情の処理に関する事項 (ガイ ドライン里 関
係)

ガイ ドライン3-9に 定める苦情を処理するための窓口にっいては、健
康情報に係る苦情に適切に対応するため、必要に応じて産業保健業務従
事者と連携を図ることができる体制を整備しておくことが望ましい。

担 その他事業者が雇用管理に関する個人情報の適切な取扱いを確保する
ための措置を行うに当たって配慮すべき事項      .｀
(1)事業者は、安衛法に基づく健康診断等の実施を外部機関に委託する

ことが多いことから、健康情報についても外部とゃり取りをする機会
が多いことや、事業場内におぃても健康情報を産業保健業務従事者以
外の者に取り扱わせる場合があること等に鑑み、あらかじめ、ガィド
ライン里 に掲げるもののほか、迭に掲げる事項について事業場内の
規程等として定め、これを労働者に周知するとともに、関係者に当該
規程釜に従つて取り扱わせることが望ましいЬ
(a)健康情報の利用目的及び利用方法に関すること
(b)健康情報に係る安全管理体制に関すること
(C)健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の

範囲に関すること

(d)健康情報の開示、訂正(追加又は削除の方法 (廃棄に関するも
のを含む。)に関すること

(e)健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること 一

(2)事業者は、 (1)の規程等を定めるときは、衛生委員会等において
審議を行つた上で、労働組合等に通知し、必要に応 じて協議を行うこ
とが望ましい。

い。ただし、本人に開示すること
かに該当する場合は、その全部又

ユ 法第35条に規定する苦情の処理に関する事項 (ガ ィ ドライン堕 関
係)  I

ガイドライン3-6に 定める苦情を処理するための窓口については、健
康情報に係る苦ll青 に適切に対応するため、必要に応じて産業保健業務従
事者と連携を図るこ|ができる体制を整備しておくことが望ましい。

旦 その他事業者が雇用管理に関する個人情報のゃ切な取扱いを確保する
ための措置を行うに当たって配慮すべき事項
(1)事業者は、安衛法に基づく健康診断等の実施を外部機関に委託する

ことが多いことから、健康情報についても外部とやり取りをする機会
が多いことゃ、事業場内においても健康情報を産業保健業務従事者以
外の者に取り扱わせる場合があること等に鑑み、あらかじめ、ガィド
ライン堕 に掲げるもののほか、以下に掲げる事項について事業場内
の規程等と!し て定め、これを労働者に月知するとともに、関係者に当
該規程に従つて取り扱わせることが望ましい。
(a)健康情報の利用目的及び利用方法に関すること
(b)健康情報に係る安全管理体制に関すること
(C)健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の

ェ  範囲に関すること
(d)健康情報の開示、訂正、追加又は削除の方法 (廃葉に関するも
_のを含む。)に関すること
(e)健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること

(2)事業者は、 (1)の規程等を定めるときは、衛生委員会等において
審議を行つた上で、労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うこ
とが望ましい。

は、原則として開示 しなければな
により、法第28条第 2項各号のい
は一部を開示 しないことができる

らな

ずれ
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(3)HIV感 染症やB型肝炎等の職場において感染したり、蔓延したり

する可能性が低い感染症に関する情報や、色覚検査等の遺伝性疾病に

関する情報については、職業上の特別な必要性がある場合を除き、事

業者は、労働者等から取得すべきでない。ただし、労働者の求めに応
じて、これらの疾病等の治療等のため就業上の配慮を行う必要がある

場合については、当該就業上の配慮に必要な情報に限つて、事業者が

労働者から取得することは考えられる。

(4)労働者の健康情報は、医療機関において「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき取り扱

われ、また、健康保険組合において「健康保険組合等における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき取り扱われることか

ら、事業者は、特に安全管理措置等について、両ガイダンスの内容に

ついても留意することが期待されていると

(3)HiV感 染症やB型肝炎等の職場において感染したり、蔓延したり

する可能性が低い感染症に関する情報や、色覚検査等の遺伝性疾病に

関する情報については、職業上の特別な必要性がある場合を除き、事

業者は、労働者等から取得すべきでない。ただし、労働者の求めに応
じて、これらの疾病等の治療等のため就業上の配慮を行う必要がある

場合につぃては、当該就業上の配慮に必要な情報に限つて、事業者が

労働者から取得することは考えられる。

(4)労働者の健康情報は、医療機関において「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき取り扱

われ、また、健康保険組合において「健康保険組合等における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき取り扱われることか

ら`、事業者は、特に安全管理措置等について、両ガイダンスの内容に

ついても留意することが期待されている。   ・

13/13




